


英国に設立され、イングランドで登録され、その登記住所及び主たる営業所を 1 Churchill 

Place, London E14 5HP, Englandに有する、登録番号 1026167のバークレイズ・バンク・ピーエ

ルシー（「会社」）は、2025年 4月 10日付の捺印証書の形式によるこの委任状により、 

 

日本国東京都港区六本木六丁目 10番 1号に営業所を有するバークレイズ証券株式会社の代表

取締役である木曽健太郎を、会社の名においてかつ会社のための真正かつ法律上の代理人

（「代理人」）として、ここに任命する。 

 

会社が日本国における金融商品取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」

を遵守するために必要な、又は、代理人が望ましい若しくは適切であると考える行為や物事

を為すこと。 

 

本捺印証書により、会社は当該代理人が誠実に本捺印証書に従って行うあらゆる行為を確認

及び追認し、さらに確認及び追認することに同意する。 

 

本捺印証書により、委任状をさらに発行する権限を代理人に付与するものではない。 

 

本捺印証書により、会社は 2024年 4月 09日締結の同委任状の効力を即時中止するものとす

る。 

  

本委任状は 2026年 4月 10日または会社が代理人に対して書面にてその即時中止を通知する

まで効力を有するものとする。 

 

本委任状はイングランド及びウェールズ法に準拠し、かかる法律に基づいてそれらを管轄す

る裁判所の解釈に、会社による本捺印証書を行使すること、および代理人によるその内容に

則して行為を意図することにより、従うものとする。 

 

本捺印証書は、上述した年月日に正しく調印され、作成されたことを証明する。 

 

バークレイズ・バンク・ピーエルシーの共通印章が次

の者の面前で貼り付けられ、この捺印証書がここに作

成された。 

 

 

   [     署       名     ]      

秘書役補 

捺印の権限を授与されたオフィサー 
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